
輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

○
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
（
附
則
第
三
項
関
係
）

５
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○
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

令
和
三
年
四
月
十
三
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
中

３

平
成
三
十
三
年
四
月
十
三
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の

「
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
三
六
、
三
九
か
ら

二
中
「
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
三
六
、
三
九

四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く

か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を

。
）
の
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と

除
く
。
）
の
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
北
朝
鮮
を
仕
向

す
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
一
九
か
ら
二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
〇

地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
一
九
か
ら
二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、

、
三
三
、
三
五
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に

三
〇
、
三
三
、
三
五
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中

掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
」
と
、
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
中
「
及
び

欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
」
と
、
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
中
「

第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と

及
び
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
北
朝
鮮
を
仕
向

す
る
も
の
及
び
同
表
第
三
号
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
適
用
し
な
い
」
と

地
と
す
る
も
の
及
び
同
表
第
三
号
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
適
用
し
な
い

あ
る
の
は
「
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
に

」
と
あ
る
の
は
「
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
貨

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
別
表
第
二
の
二
中
「
第
二
条
、
第

物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
別
表
第
二
の
二
中
「
第
二
条

四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
第
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
四
条
関
係
）

貨
物

地
域

貨
物

地
域

一
～
三

（
略
）

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
略
）

の
二

の
二
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四

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

四

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

（
一
）
～
（
二
）

（
略
）

（
一
）
～
（
二
）

（
略
）

（
三
）

推
進
装
置
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も

（
三
）

推
進
装
置
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も

の
若
し
く
は
そ
の
部
分
品
、
モ
ー
タ
ケ
ー

の
若
し
く
は
そ
の
部
分
品
、
モ
ー
タ
ケ
ー

ス
の
ラ
イ
ニ
ン
グ
若
し
く
は
断
熱
材
若
し

ス
の
ラ
イ
ニ
ン
グ
若
し
く
は
断
熱
材
若
し

く
は
多
段
ロ
ケ
ッ
ト
の
切
離
し
装
置
若
し

く
は
多
段
ロ
ケ
ッ
ト
の
切
離
し
装
置
若
し

く
は
段
間
継
手
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
用
の

く
は
段
間
継
手
又
は
こ
れ
ら
の
製
造
用
の

装
置
若
し
く
は
工
具
若
し
く
は
試
験
装
置

装
置
若
し
く
は
工
具
若
し
く
は
試
験
装
置

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

１

ロ
ケ
ッ
ト
推
進
装
置

１

ロ
ケ
ッ
ト
推
進
装
置

２

タ
ー
ボ
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
、
タ
ー

２

タ
ー
ボ
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
、
タ
ー

ボ
フ
ァ
ン
エ
ン
ジ
ン
、
ラ
ム
ジ
ェ
ッ
ト

ボ
フ
ァ
ン
エ
ン
ジ
ン
、
ラ
ム
ジ
ェ
ッ
ト

エ
ン
ジ
ン
、
ス
ク
ラ
ム
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン

エ
ン
ジ
ン
、
ス
ク
ラ
ム
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン

ジ
ン
、
パ
ル
ス
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
、

ジ
ン
、
パ
ル
ス
ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
、

デ
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
エ
ン
ジ
ン
、
複
合
サ

複
合
サ
イ
ク
ル
エ
ン
ジ
ン
又
は
タ
ー
ボ

イ
ク
ル
エ
ン
ジ
ン
又
は
タ
ー
ボ
プ
ロ
ッ

プ
ロ
ッ
プ
エ
ン
ジ
ン

プ
エ
ン
ジ
ン

（
四
）
～
（
二
十
六
）

（
四
）
～
（
二
十
六
）

五

（
略
）

（
略
）

五

（
略
）

（
略
）

六

次
に
掲
げ
る
貨
物
（
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

（
略
）

六

次
に
掲
げ
る
貨
物
（
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

（
略
）

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）

（
一
）
・
（
二
）

（
略
）
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（
三
）

歯
車
製
造
用
の
工
作
機
械

（
三
）

歯
車
製
造
用
の
工
作
機
械
又
は
そ
の

部
分
品
、
附
属
品
若
し
く
は
制
御
装
置

（
四
）
～
（
九
）

（
略
）

（
四
）
～
（
九
）

（
略
）

七

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

七

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

（
一
）
～
（
十
六
）

（
略
）

（
一
）
～
（
十
六
）

（
略
）

（
十
七
）

マ
ス
ク
若
し
く
は
レ
チ
ク
ル
又
は

（
十
七
）

マ
ス
ク
若
し
く
は
レ
チ
ク
ル
又
は

こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
（
一

こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品

〇
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）

（
十
七
の
二
）
～
（
二
十
三
）

（
略
）

（
十
七
の
二
）
～
（
二
十
三
）

（
略
）

八
・
九

（
略
）

（
略
）

八
・
九

（
略
）

（
略
）

一
〇

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

一
〇

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

（
略
）

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

で
定
め
る
仕
様
の
も
の

（
一
）
～
（
十
一
）

（
略
）

（
一
）
～
（
十
一
）

（
略
）

（
十
一
の
二
）

光
セ
ン
サ
ー
の
製
造
用
の
マ

（
新
設
）

ス
ク
又
は
レ
チ
ク
ル

（
十
二
）
～
（
十
四
）

（
略
）

（
十
二
）
～
（
十
四
）

（
略
）

一
一
～

（
略
）

（
略
）

一
一
～

（
略
）

（
略
）

一
三

一
三

一
四

（
一
）

（
略
）

（
略
）

一
四

（
一
）

（
略
）

（
略
）
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（
二
）

火
薬
又
は
爆
薬
の
主
成
分
、
添
加
剤

（
二
）

火
薬
又
は
爆
薬
の
主
成
分
、
添
加
剤

又
は
前
駆
物
質
と
な
る
物
質
（
四
の
項
の

又
は
前
駆
物
質
と
な
る
物
質
で
あ
つ
て
、

中
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

（
三
）
～
（
十
一
）

（
略
）

（
三
）
～
（
十
一
）

（
略
）

一
五
・

（
略
）

（
略
）

一
五
・

（
略
）

（
略
）

一
六

一
六

別
表
第
二
～
別
表
第
三
の
二

（
略
）

別
表
第
二
～
別
表
第
三
の
二

（
略
）

別
表
第
三
の
三
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
三
の
三
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
の
五
の
項
（
十
四
）
若
し
く
は
（
十
八
）
、
七
の
項
（
二
）

別
表
第
一
の
五
の
項
（
十
四
）
若
し
く
は
（
十
八
）
、
七
の
項
（
十
五

若
し
く
は
（
十
五
）
、
八
の
項
の
中
欄
、
九
の
項
（
一
）
若
し
く
は
（
六

）
、
八
の
項
の
中
欄
、
九
の
項
（
一
）
若
し
く
は
（
六
）
、
一
〇
の
項
（

）
、
一
〇
の
項
（
一
）
、
（
二
）
、
（
四
）
、
（
六
）
、
（
七
）
、
（
九

一
）
、
（
二
）
、
（
四
）
、
（
六
）
、
（
七
）
、
（
九
）
、
（
九
の
二
）

）
、
（
九
の
二
）
若
し
く
は
（
十
一
）
、
一
二
の
項
（
一
）
、
（
二
）
、

若
し
く
は
（
十
一
）
、
一
二
の
項
（
一
）
、
（
二
）
、
（
五
）
若
し
く
は

（
五
）
若
し
く
は
（
六
）
若
し
く
は
一
三
の
項
（
五
）
に
掲
げ
る
貨
物
で

（
六
）
若
し
く
は
一
三
の
項
（
五
）
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産

あ
つ
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
又
は
同
表
の
一
五
の
項

業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
又
は
同
表
の
一
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る

の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物

貨
物
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農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
（
附
則
第
三
項
関
係
）

○

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（

１

こ
の
政
令
は
、
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
農
薬

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
農
薬

取
締
法
施
行
令
第
三
条
の
改
正
規
定
（
「
水
産
動
植
物
」
を
「
水
質
の
汚

取
締
法
施
行
令
第
三
条
の
改
正
規
定
（
「
水
産
動
植
物
」
を
「
水
質
の
汚

濁
が
生
じ
、
そ
の
汚
濁
に
よ
る
生
活
環
境
動
植
物
」
に
改
め
る
部
分
、
「

濁
が
生
じ
、
そ
の
汚
濁
に
よ
る
生
活
環
境
動
植
物
」
に
改
め
る
部
分
、
「

水
域
又
は
当
該
農
薬
の
使
用
に
伴
う
と
認
め
ら
れ
る
水
質
の
汚
濁
が
生
じ

水
域
又
は
当
該
農
薬
の
使
用
に
伴
う
と
認
め
ら
れ
る
水
質
の
汚
濁
が
生
じ

、
か
つ
、
」
を
「
公
共
用
水
域
又
は
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
当
該
水
域

、
か
つ
、
」
を
「
公
共
用
水
域
又
は
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
当
該
水
域

又
は
」
を
「
こ
れ
ら
の
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
令
第
四

又
は
」
を
「
こ
れ
ら
の
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
令
第
四

条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
は
、
同
法
附
則

条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
は
、
同
法
附
則

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日

ら
施
行
す
る
。

）
か
ら
施
行
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）


